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内部統制システム構築の基本方針に関するお知らせ 
 
 
当社は、平成 19 年 5 月 31 日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針に

関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
 

① 企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本方針を明確にするため、

全役職員を対象とした行動指針として社員倫理規程を定め、それを全役職員に徹底

させる。 
② コンプライアンス規程を定め、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リス

ク管理体制とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。 
③ 企業倫理を確立するために、役職員に対するコンプライアンスの研修を実施すると

ともに社員倫理規程の見直しを行う等、コンプライアンスの強化及び企業倫理の浸

透を図る。 
④ 法令・諸規則及び規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とする社

内報告体制として、社内担当者、社外の弁護士及び第三者機関等を直接の情報受領

者とする内部通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行う。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 

取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規程等の社内規程に従い適切

に保存及び管理を行う。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 

① リスク管理を統括する部門を経営管理部とし、リスク管理規程を定め、リスク管理

体制の構築及び運用を行う。 
② 各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、リスク管理を統括す

る部門へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。 
 
 
 



４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 
 

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として

月２回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速に的

確な意思決定を行う。 
 

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権

限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める 
 
５．会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保する

ための体制 
 

親会社としての子会社に対する対応 
① グループ全社における業務の適正を確保するため、社員倫理規程を定め、グループ

全体のコンプライアンス体制の構築に努める。 
② 子会社管理の担当部署を経営管理部とし、関係会社管理規程に基づき子会社の状況

に応じて必要な管理を行う。 
③ 経営管理部は、グループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用

する。 
 
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する体制及び取締役からの独立性に関する事項 
 

監査役の業務補助のため必要に応じて、監査役スタッフを置くこととし、人事異動、

人事評価、懲戒に関しては、監査役の事前の同意を得るものとする。 
 
７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他の監査役の監査が実効的

に行われることを確保する体制 
 

① 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れが

あるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告

すべきものと定めた事実が生じたときは、監査役に報告する。また、前記に関わら

ず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めること

ができることとする。 
② 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する

ため、事業運営会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用人

にその説明を求めることとする。また、代表取締役との定期的な意見交換会を開催

し、意思の疎通を図る。 
③ 内部通報規程に基づき、適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコン

プライアンス上の問題点について監査役への適切な報告体制を確保するものとす

る。 
 

以上 


